
 

 

 

制定 平成２５年１１月２７日 原管研発第 1311271 号 原子力規制委員会決定 

改正 平成２８年１１月３０日 原規技発第 1611304 号 原子力規制委員会決定 

   改正 令和 ３年 ４月２１日  原規技発第 2104216 号 原子力規制委員会決定 

改正 令和 ６年 ３月１３日  原規技発第 2403133 号 原子力規制委員会決定 

改正 令和 ７年 ９月１０日 原規技発第 2509105 号 原子力規制委員会決定 

 

 

 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈について次のように定める。 

 

   平成２５年１１月２７日 

 

 

  原子力規制委員会        

 

 

 

加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈の制定について 

 

 

 原子力規制委員会は、加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈を別添

のとおり定める。 

 

 

   附 則 

  この規程は、平成２５年１２月１８日より施行する。 

   附 則 

  この規程は、平成２８年１１月３０日より施行する。 

附 則 

１ この規程は、令和３年４月２１日から施行する。 

２ この規程の施行の際現に設置され又は設置に着手されている発電用原子炉施設

（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下「法」という。）

第４３条の３の５第２項第５号に規定する発電用原子炉施設をいう。以下同じ。）

に対するこの規程による改正後の実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造

及び設備の基準に関する規則の解釈（以下「新実用炉設置許可基準規則解釈」とい



 

う。）別記２第４条５（同規程第３９条において準用する場合を含む。）及び研究

開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

の解釈（以下「新研開炉設置許可基準規則解釈」という。）別記２第４条５（同規

程第３９条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、令和６年４

月２０日までの間は、なお従前の例による。ただし、令和６年４月２０日までの間

に行われる法第４３条の３の８第１項の規定による変更の許可（新実用炉設置許可

基準規則解釈別記２第４条又は新研開炉設置許可基準規則解釈別記２第４条の規定

に適合するために必要な事項に係るものに限る。）については、この限りでない。 

３ 前項ただし書の許可を受けた発電用原子炉施設に対する実用発電用原子炉及びそ

の附属施設の技術基準に関する規則の解釈（原規技発第 1306194 号。以下「実用炉

技術基準規則解釈」という。）第４条から第６条まで（これらの規定を第４９条か

ら第５１条までにおいて準用する場合を含む。以下同じ。）及び研究開発段階発電

用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈（原管Ｐ発第1306193号。

以下「研開炉技術基準規則解釈」という。）第４条から第６条まで（これらの規定

を第５１条から第５３条までにおいて準用する場合を含む。以下同じ。）の規定の

適用については、令和１１年４月１９日以後最初に当該発電用原子炉施設に係る法

第４３条の３の１６第１項の検査が終了した日又は令和１１年４月１９日以後当該

発電用原子炉施設の設置について最初に法第４３条の３の１１第３項の確認を受け

た日のいずれか早い日までの間（以下「経過措置期間」という。）は、これらの規

定中「設置許可で確認した設計方針」とあるのは、「設置許可（実用発電用原子炉

及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈等の一部を改正

する規程（原規技発第 2104216 号）附則第２項ただし書の許可を除く。）で確認し

た設計方針」とする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。 

⑴ 経過措置期間に行われる次に掲げる認可及び確認 

イ 法第４３条の３の９第１項又は第２項の規定による認可（前項ただし書の許

可で確認した設計方針に基づき行われる実用炉技術基準規則解釈第５条及び

研開炉技術基準規則解釈第５条の規定に適合するために必要な事項に係るも

のに限る。） 

ロ 法第４３条の３の１１第３項の規定による確認（イの認可を受けた設計及び

工事の計画に従って行われる工事に係るものに限る。） 

⑵ 前号ロの確認を受け、又は前号ロの確認について実用発電用原子炉の設置、運 

転等に関する規則（昭和５３年通商産業省令第７７号）第１７条第４号の指示を受

けた発電用原子炉施設 

４ この規程の施行の際現に設置され又は設置に着手されている再処理施設（法第４

４条第２項に規定する再処理施設をいう。以下同じ。）に対するこの規程による改

正後の再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈（以下「新再処



 

理事業許可基準規則解釈」という。）別記２第７条６（同規程第３１条において準

用する場合を含む。）の規定の適用については、令和６年４月２０日までの間は、

なお従前の例による。ただし、令和６年４月２０日までの間に行われる法第４４条

の４の規定による変更の許可（新再処理事業許可基準規則解釈別記２第７条の規定

に適合するために必要な事項に係るものに限る。）については、この限りでない。 

５ 前項ただし書の許可を受けた再処理施設についての当該許可で確認した設計方針

の取扱いについては、第３項の例による。 

附 則 

  この規程は、令和６年３月１３日から施行する。 

附 則 

この規程は、加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則等の一部を改正する

規則（令和７年原子力規制委員会規則第７号）の施行の日（令和７年１０月３日）から

施行する。 
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加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（以下「事業許可基準規則」という。）に定める技術的要件を満足する技術的内容は、

本解釈に限定されるものではなく、事業許可基準規則に照らして十分な保安水準の確保が達成できる技術的根拠があれば、事業許可基準規則

に適合するものと判断する。 

加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

第一章 総則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（定義） 

第一条 この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質

及び原子炉の規制に関する法律及び核燃料物質の加工の事業に関

する規則（昭和四十一年総理府令第三十七号。以下「加工規則」と

いう。）において使用する用語の例による。 

２ この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

一 「設計基準事故」とは、加工施設から多量の放射性物質が放出

するおそれがあるものとして安全設計上想定すべきものをい

う。 

二 「安全機能」とは、加工施設の通常時又は設計基準事故時にお

第１章 総則 

 

加工施設の設計、材料の選定、製作及び検査に当たっては、原則と

して現行国内法規に基づく規格及び基準によるものとする。ただし、

外国の規格及び基準による場合又は規格及び基準で一般的でないも

のを適用する場合には、それらの規格及び基準の適用の根拠、国内法

規に基づく規格及び基準との対比並びに適用の妥当性を明らかにす

る必要がある。 

 上記の「規格及び基準によるもの」とは、対象となる構築物、系統

及び機器について設計、材料の選定、製作及び検査に関して準拠する

規格及び基準を明らかにしておくことをいう。 

 

本規程において、加工施設に対する要求のうち、取り扱う核燃料物

質によって解釈が異なる場合には、必要に応じて「プルトニウムを取

り扱う加工施設」と「ウラン加工施設」に分類して記載することとす

る。 

 

第１条（定義） 

１ 本規程において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原

子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）、核燃料

物質の加工の事業に関する規則（昭和４１年総理府令第３７号。

以下「加工規則」という。）及び加工施設の位置、構造及び設備

の基準に関する規則（平成２５年原子力規制委員会規則第１７

号）において使用する用語の例による。 
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加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

いて、加工施設の安全性を確保するために必要な機能をいう。 

三 「安全機能を有する施設」とは、加工施設のうち、安全機能を

有するものをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四 「安全上重要な施設」とは、安全機能を有する施設のうち、そ

の機能の喪失により、公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすお

それがあるもの及び設計基準事故時に公衆又は従事者に及ぼ

すおそれがある放射線障害を防止するため、放射性物質又は放

射線が加工施設を設置する工場又は事業所（以下この章及び次

章において「工場等」という。）外へ放出されることを抑制し

、又は防止するものをいう。 

五 「重大事故等対処施設」とは、加工施設において重大事故に至

るおそれがある事故（設計基準事故を除く。以下同じ。）又は

重大事故（以下「重大事故等」と総称する。）に対処するため

の機能を有する施設をいう。 

六 「重大事故等対処設備」とは、加工施設において重大事故等に

対処するための機能を有する設備をいう。 

 

 

 

 

２ 第２項第３号に規定する「安全機能を有する施設」とは、同項第

４号に規定する「安全上重要な施設」とそれ以外の施設に分類す

る。さらに「安全上重要な施設」を、それが果たす安全機能の性

質に応じて、以下の２種類に分類する。 

一 異常発生防止系（PS） 

その機能の喪失により、加工施設を異常状態に陥れ、もって

公衆ないし放射線業務従事者に過度の放射線被ばくを及ぼす

おそれのあるもの 

二 異常影響緩和系（MS） 

加工施設の異常状態において、この拡大を防止し、又はこれ

を速やかに収束せしめ、もって公衆ないし放射線業務従事者に

及ぼすおそれのある過度の放射線被ばくを防止し、又は緩和す

る機能を有するもの 

３ 第２項第４号に規定する「安全上重要な施設」とは、以下に掲げ

るものが含まれるものである。ただし、その機能を喪失したとし

ても、公衆及び従事者に過度の放射線被ばくを及ぼすおそれのな

いことが明らかな場合はこの限りでない。 

 一 プルトニウムを取り扱う加工施設の「安全上重要な施設」 

  ① プルトニウムを非密封で取り扱う設備・機器を収納するグロ

ーブボックス及びプルトニウムを非密封で取り扱う設備・機

器であってグローブボックスと同等の閉じ込めの機能を必

要とするもの 

  ② 上記①の換気設備 

  ③ 上記①を直接収納する構築物及びその換気設備 

  ④ ウランを非密封で大量に取り扱う設備・機器及びその換気設

備 

  ⑤ 非常用電源設備及び安全上重要な施設の機能の確保に必要

な圧縮空気等の主要な動力源 

  ⑥ 核的、熱的又は化学的制限値を有する設備・機器及び当該制
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加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七 「多様性」とは、同一の機能を有する二以上の系統又は機器が

、想定される環境条件において、これらの構造、動作原理その

他の性質が異なることにより、共通要因（二以上の系統又は機

限値を維持するための設備・機器 

  ⑦ 臨界事故の発生を直ちに検知し、これを未臨界にするための

設備・機器 

  ⑧ その他上記各設備等の安全機能を維持するために必要な設

備・機器等のうち、安全上重要なもの 

 二 ウラン加工施設の「安全上重要な施設」 

  ① ウランを非密封で大量に取り扱う設備・機器 

  ② ウランを限定された区域に閉じ込めるための設備・機器であ

って、その機能喪失により作業環境又は周辺環境に著しい放

射性物質による汚染の発生のおそれのあるもの 

  ③ 臨界安全上核的制限値のある設備・機器及び当該制限値を維

持するために必要な設備・機器 

  ④ 火災・爆発等の防止上、熱的制限値又は化学的制限値のある

設備・機器及び当該制限値を維持するために必要な設備・機

器 

  ⑤ 非常用電源設備等であって、その機能喪失によりウラン加工

施設の安全性が著しく損なわれるおそれのある系統及び設

備・機器 

  ⑥ 上記①から⑤までの設備・機器が設置されている建物・構築

物 

４ 上記２及び３に規定する「過度の放射線被ばくを及ぼすおそれ」

とは、敷地周辺の公衆への実効線量の評価値が発生事故当たり５

ミリシーベルトを超えることをいう。当該実効線量の評価方法と

しては、別記１のとおりとする。 

５ 第２項第４号に規定する「加工施設を設置する工場又は事業所」

とは、加工規則第３条の２第１項第２号に規定する「加工施設を

設置する工場又は事業所」のことをいう。 

６ 第２項第７号に規定する「共通要因」とは、二以上の系統又は機

器に同時に作用する要因であって、例えば環境の温度、湿度、圧

力、放射線等による影響因子、系統又は機器に供給される電力、
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加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

器に同時に影響を及ぼすことによりその機能を失わせる要因

をいう。以下同じ。）又は従属要因（単一の原因によって確実

に系統又は機器に故障を発生させることとなる要因をいう。）

によって同時にその機能が損なわれないことをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空気、油、冷却水等による影響因子及び地震、溢水、火災等の影

響をいう。 
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加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

第二章 安全機能を有する施設 

 

（核燃料物質の臨界防止） 

第二条 安全機能を有する施設は、核燃料物質が臨界に達するおそれ

がないようにするため、核的に安全な形状寸法にすることその他の

適切な措置を講じたものでなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 安全機能を有する施設 

 

第２条（核燃料物質の臨界防止） 

１ 第１項に規定する「核燃料物質が臨界に達する」とは、通常時に

予想される機械若しくは器具の単一の故障若しくはその誤作動

又は運転員の単一の誤操作を想定した場合に、核燃料物質が臨界

に達することをいう。 

２ 第１項に規定する「核的に安全な形状寸法にすることその他の適

切な措置」とは、核燃料物質の取扱い上の一つの単位（以下「単

一ユニット」という。）について、以下の各号に掲げる措置又は

これらと同等以上の措置をいう。 

一 核燃料物質を収納する、単一ユニットとしての設備・機器の

うち、その形状寸法を制限し得るものについては、その形状

寸法について適切な核的制限値（臨界管理を行う体系の未臨

界確保のために設定する値をいう。この値は、具体的な機器

の設計及び運転条件の妥当性の判断を容易かつ確実に行うた

めに設定する計量可能な値であり、この値を超えた機器の製

作及び通常時における運転条件の設定は許容されない。）が

設けられていること。この場合、溶液状の核燃料物質を取り

扱う設備・機器については、全ての濃度において臨界安全を

維持できる形状とすることを基本とすること。ただし、少量

の溶液の化学分析に用いられる市販の分析機器、ビーカー等

のように最小臨界質量以下の核燃料物質を取り扱うものは含

まれない。 

二 上記一の形状寸法管理が困難な設備・機器及び単一ユニット

としてのグローブボックスについては、取り扱う核燃料物質

自体の質量、プルトニウム富化度、溶液中の濃度等について

適切な核的制限値が設けられていること。この場合、誤操作

等を考慮しても工程内の核燃料物質が上記の制限値を超えな

いよう臨界安全が確保され、十分な対策が講じられているこ
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と。上記の「十分な対策」とは、質量制限管理を徹底するた

め、信頼性の高いインターロックにより質量制限値以下であ

ることが確認されなければ次の工程に進めないようにする措

置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うことをい

う。 

三 核燃料物質の収納を考慮していない設備・機器のうち、核燃

料物質が入るおそれのある設備・機器についても上記一及び

二に規定する条件が満たされていること。 

四 核的制限値を設定するに当たっては、取り扱われるウランの

化学的組成、ウラン酸化物とプルトニウム酸化物を混ぜ合わ

せた混合酸化物（以下「ＭＯＸ」という。）中のプルトニウム

富化度及び同位体組成、密度、幾何学的形状及び減速条件、

並びに中性子吸収材等を考慮し、最も厳しい結果を与えるよ

う、中性子の減速、吸収及び反射の各条件を仮定し、かつ、

測定又は計算による誤差、誤操作等を考慮して十分な裕度を

見込むこと。 

五 核的制限値を定めるに当たって、参考とする手引書、文献等

は、公表された信頼度の十分高いものであり、また、使用す

る臨界計算コード等は、実験値等との対比がなされ、信頼度

の十分高いことが立証されたものであること。 

六 核的制限値の維持・管理については、起こるとは考えられな

い独立した二以上の異常が同時に起こらない限り臨界に達し

ないものであること。 

３ 第１項に規定する「核的に安全な形状寸法にすることその他の適

切な措置」とは、二以上の単一ユニットが存在する場合について、

以下の各号に掲げる措置又はこれらと同等以上の措置をいう。 

一 単一ユニット相互間は核的に安全な配置であることを確認す

ること。 

二 核的に安全な配置を定めるに当たっては、最も厳しい結果を与

えるよう、中性子の減速、吸収及び反射の各条件を仮定し、か
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２ 臨界質量以上のウラン（ウラン二三五の量のウランの総量に対す

る比率が百分の五を超えるものに限る。）又はプルトニウムを取り

扱う加工施設には、臨界警報設備その他の臨界事故を防止するため

に必要な設備を設けなければならない。 

 

 

つ、測定又は計算による誤差、誤操作等を考慮して十分な裕度

を見込むこと。 

三 核的に安全な配置を定めるに当たって、参考とする手引書、文

献等は、公表された信頼度の十分高いものであり、また、使用

する臨界計算コード等は、実験値等との対比がなされ、信頼度

の十分高いことが立証されたものであること。 

四 核的に安全な配置の維持については、起こるとは考えられない

独立した二以上の異常が同時に起こらない限り臨界に達しな

いものであること。 

五 上記四の「核的に安全な配置の維持」とは、核燃料物質を収納

する設備・機器の設置に当たって、十分な構造強度を持つ構造

材を用いて固定することをいう。なお、固定することが困難な

設備・機器の場合は、設備・機器の周囲にユニット相互間の間

隔を維持するための剛構造物を取り付けるか又は設計上、移動

範囲を制限すること。 

六 核燃料物質を不連続的に取り扱う(バッチ処理)施設において

は、核燃料物質を次の工程に移動させようとしても、核的制限

値等を満足する状態にならなければ、移動することができない

ものであること。 

七 核燃料物質を搬送するための動力の供給が停止した場合に、核

燃料物質を安全に保持しているものであること。 

４ 第２項に規定する「臨界事故を防止するために必要な設備」とは、

以下の各号に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する

措置を講じた設備をいう。 

一 臨界警報装置により臨界及びその継続性を検知することがで

きる設計であること。 

二 臨界事故の発生が想定される場合には、臨界が速やかに終息す

ることが技術的に明らかな場合を除き、臨界事故が発生したと

しても、これを未臨界にするための措置が講じられる設計であ

ること。 
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（遮蔽等） 

第三条 安全機能を有する施設は、通常時において加工施設からの直

接線及びスカイシャイン線による工場等周辺の線量が十分に低減

できるよう、遮蔽その他適切な措置を講じたものでなければならな

い。 

２ 安全機能を有する施設は、工場等内における放射線障害を防止す

る必要がある場合には、次に掲げるものでなければならない。 

  一 管理区域その他工場等内の人が立ち入る場所における線量を

低減できるよう、遮蔽その他適切な措置を講じたものとするこ

と。 

  二 放射線業務従事者が設計基準事故時において、迅速な対応をす

るために必要な操作ができるものとすること。 

 

第３条（遮蔽等） 

１ 第１項において、線量評価の計算に当たっては、「発電用軽水型

原子炉施設の安全審査における一般公衆の線量評価について」（平

成元年３月２７日原子力安全委員会了承）を参考とすること。 

 

 

 

２ 第２項第１号に規定する「管理区域その他工場等内の人が立ち入

る場所」には、遮蔽設計の基準となる線量率を適切に設定すると

ともに、管理区域を線量率に応じて適切に区分すること。また、

放射線を遮蔽するための壁等に、開口部又は配管等の貫通部があ

るものに対しては、壁等の外側の線量率が遮蔽設計の基準となる

線量率を満足するよう、必要に応じ、放射線漏えい防止措置が講

じられていること。 

３ 上記２の「遮蔽設計」には、遮蔽計算に用いられる線源、遮蔽体

の形状及び材質、計算誤差等を考慮し、十分な安全裕度を見込む

こと。 

４ 第２項第１号に規定する「線量を低減できる」とは、 As Low As 
Reasonably Achievable（ＡＬＡＲＡ）の考え方の下、放射線業

務従事者の作業性等を考慮して、遮蔽、機器の配置、遠隔操作、

放射性物質の漏えい防止、換気等、所要の放射線防護上の措置を

講じた設計をいう。 
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（閉じ込めの機能） 

第四条 安全機能を有する施設は、放射性物質を限定された区域に適

切に閉じ込めることができるものでなければならない。 

第４条（閉じ込めの機能） 

１ 第４条に規定する「限定された区域に適切に閉じ込める」とは、

放射性物質を系統、機器等に閉じ込めること、又は漏えいした場

合においても、系統若しくは機器を収納するグローブボックス、

構築物等の内に保持することをいう。 

２ 第４条に規定する「閉じ込めることができる」とは、以下の各号

に掲げるものをいう。 

 一 放射性物質を内蔵する系統及び機器は、その内蔵する放射性物

質の崩壊熱等により著しい過熱を生じるおそれのあるものに

対して冷却のための必要な措置を講ずることその他の方法に

より当該放射性物質の漏えいを防止することができる設計で

あること。また、内包する物質の種類に応じて著しい腐食を防

止することができる設計であること。 

 二 放射性物質が漏えいした場合に、その漏えいを検知することが

できること。検知された漏えいの拡大を防止することができる

こと。 

 三 放射性物質を気体又は液体で扱う系統及び機器は、放射性物質

の逆流により、放射性物質が拡散しない設計であること。換気

設備においても同様である。 

 四 排気設備には、フィルタ等の放射性物質を除去するための設備

が適切に設けられていること。 

 五 設計基準事故時においても可能な限り負圧維持、漏えい防止及

び逆流防止の機能が確保されるよう設計されており、設計基準

事故時において、公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを

与えないよう、事故に起因して環境に放出される放射性物質の

量を低減させる機能を有する設計であること。 

 六 上記一から五までの規定に加え、プルトニウムを取り扱う加工

施設においては、以下の各号に掲げる設計上の対策が講じられ

ていること。 

  ① プルトニウムを含む物質を非密封で取り扱う設備・機器は、
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作業環境中にプルトニウム等が飛散又は漏えいすることの

ないようにグローブボックスに収納されていること又はグ

ローブボックスと同等の閉じ込めの機能（内部を常時負圧状

態に維持し得る閉じ込めの機能）を有する構造であること。 

  ② プルトニウムを含む物質を取り扱う設備・機器を収納するグ

ローブボックス及びグローブボックスと同等の閉じ込めの

機能を必要とする設備・機器、ウランを非密封で大量に取り

扱う設備・機器並びにこれらを収納する建物・構築物は、逆

流を防止する換気設備（逆止弁、ダクト、フィルタ、排風機

等を含む。）が設けられていること。 

  ③ 換気設備により、プルトニウムを含む物質を取り扱う設備・

機器を収納するグローブボックス及びグローブボックスと

同等の閉じ込めの機能を必要とする設備・機器、ウランを非

密封で大量に取り扱う設備・機器並びにこれらを直接収納す

る構築物は、原則として、常時負圧に保たれていること。 

  ④ 上記③の「ウランを非密封で大量に取り扱う設備・機器並び

にこれらを直接収納する構築物」に対しては、局所排気設備

の設置等、適切な閉じ込めの対策がなされていれば、必ずし

も常時負圧状態の維持を求めるものではない。 

  ⑤ 核燃料物質の飛散のおそれのある部屋の床・壁の表面は、除

染が容易で、腐食しにくい材料で仕上げられていること。 

 七 上記一から五までの規定に加え、ウラン加工施設においては、

以下に掲げる設計上の対策が講じられていること。 

  ① 管理区域は、ウランを密封して取り扱い又は貯蔵し、汚染の

発生するおそれのない区域（第２種管理区域）とそうでない

区域（第１種管理区域）とに区分して管理すること。 

  ② 第１種管理区域において、ウランを取り扱う工程の設備・機

器のうち、ウランが設備・機器から空気中へ飛散するおそれ

のあるものについては、局所排気系を設けること等によりウ

ランの空気中への飛散を防止できるような構造とすること。 
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  ③ 第１種管理区域にはウラン除去機能を有する排気系統を設

け、所要の換気を行うこと。 

  ④ 第１種管理区域において、内部の床・壁の表面はウランが浸

透しにくく、除染が容易で、腐食しにくい材料で仕上げるこ

と。 

  ⑤ 第１種管理区域は、漏えいの少ない構造とするとともに、当

該区域の外から当該区域に向かって空気が流れるように給

排気のバランスを取ること。内部を負圧状態に維持し得るも

のであること。 

  ⑥ 第１種管理区域において、汚染のおそれのある空気を排気す

る系統には、周辺環境の汚染を合理的に達成できる限り少な

くするため、高性能エアフィルタ等の適切に核燃料物質等を

除去できる機能を有する設備を設けること。 

  ⑦ 六ふっ化ウランを取り扱う設備であって、六ふっ化ウランが

著しく漏えいするおそれがあるものは、漏えいの拡大を適切

に防止し得る構造であること。 
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（火災等による損傷の防止） 

第五条 安全機能を有する施設は、火災又は爆発により加工施設の安

全性が損なわれないよう、火災及び爆発の発生を防止することがで

き、かつ、消火を行う設備（以下「消火設備」といい、安全機能を

有する施設に属するものに限る。）及び早期に火災発生を感知する

設備（以下「火災感知設備」という。）並びに火災及び爆発の影響

を軽減する機能を有するものでなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５条（火災等による損傷の防止） 

１ 第５条については、設計基準において想定される火災又は爆発に

より、加工施設の安全性が損なわれないようにするため、安全機

能を有する施設に対して必要な機能（火災又は爆発の発生防止、

感知及び消火並びに火災による影響の軽減）を有することを求め

ている。 

２ 第１項に規定する「火災及び爆発の発生を防止することができ、

かつ、消火を行う設備（以下「消火設備」といい、安全機能を有

する施設に属するものに限る。）及び早期に火災発生を感知する

設備（以下「火災感知設備」という。）並びに火災及び爆発の影

響を軽減する機能を有するもの」とは、以下に掲げる各号を含む

ものをいう。 

一 建物は、建築基準法等関係法令で定める耐火構造又は不燃性材

料で造られたものであり、必要に応じて防火壁の設置その他の

適切な防火措置を講じたものであること。 

二 核燃料物質を取り扱うグローブボックス等の設備・機器は、不

燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とすること。 

三 有機溶媒等可燃性の物質又は水素ガス等爆発性の物質を使用

する設備・機器は、火災及び爆発の発生を防止するため、発火

及び異常な温度上昇の防止対策、可燃性・爆発性の物質の漏え

い防止対策、空気の混入防止対策等の適切な対策が講じられる

設計であるとともに、適切に設定された熱的及び化学的制限値

を超えることのない設計であること。 

四 火災の拡大を防止するために、適切な検知、警報設備及び消火

設備が設けられているとともに、火災及び爆発による影響の緩

和のために適切な対策が講じられるように設計されているこ

と。 

五 火災又は爆発の発生を想定しても、臨界防止、閉じ込め等の機

能を適切に維持できること。 

六 上記五の「機能を適切に維持できること」とは、火災又は爆発
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２ 消火設備（安全機能を有する施設に属するものに限る。）は、破

損、誤作動又は誤操作が起きた場合においても安全上重要な施設の

安全機能を損なわないものでなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

により設備・機器の一部の機能が損なわれることがあっても、

加工施設全体としては、公衆に対し過度の放射線被ばくを及ぼ

さない、十分な臨界防止、閉じ込め等の機能が確保されること

をいう。 

３ 第２項の規定について、消火設備の破損、誤作動又は誤操作が起

きた場合のほか、火災感知設備の破損、誤作動又は誤操作が起き

たことにより消火設備が作動した場合においても、安全上重要な

施設の機能を損なわないもの（消火設備の誤動作によって核燃料

物質が浸水したとしても、当該施設の臨界防止機能を損なわない

こと等。）であること。 

４ 第５条の適用に当たっては、以下を参考とすること。 

一 プルトニウムを取り扱う加工施設 

米国の「放射性物質取扱施設の火災防護に関する基準」及び「実

用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」

（原規技発第 1306195 号（平成２５年６月１９日原子力規制委

員会決定）） 

二 ウラン加工施設 

米国の「放射性物質取扱施設の火災防護に関する基準」 
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加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

（安全機能を有する施設の地盤） 

第六条 安全機能を有する施設は、次条第二項の規定により算定する

地震力（安全機能を有する施設のうち、地震の発生によって生ずる

おそれがあるその安全機能の喪失に起因する放射線による公衆へ

の影響の程度が特に大きいもの（以下「耐震重要施設」という。）

にあっては、同条第三項に規定する基準地震動による地震力を含む

。）が作用した場合においても当該安全機能を有する施設を十分に

支持することができる地盤に設けなければならない。 

２ 耐震重要施設は、変形した場合においてもその安全機能が損なわ

れるおそれがない地盤に設けなければならない。 

３ 耐震重要施設は、変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければ

ならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６条（安全機能を有する施設の地盤） 

別記２のとおりとする。 
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加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

（地震による損傷の防止） 

第七条 安全機能を有する施設は、地震力に十分に耐えることができ

るものでなければならない。 

２ 前項の地震力は、地震の発生によって生ずるおそれがある安全機

能を有する施設の安全機能の喪失に起因する放射線による公衆へ

の影響の程度に応じて算定しなければならない。 

３ 耐震重要施設は、その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を

及ぼすおそれがある地震による加速度によって作用する地震力（以

下「基準地震動による地震力」という。）に対して安全機能が損な

われるおそれがないものでなければならない。 

４ 耐震重要施設は、前項の地震の発生によって生ずるおそれがある

斜面の崩壊に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでな

ければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７条（地震による損傷の防止） 

別記３のとおりとする。 
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加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

（津波による損傷の防止） 

第八条 安全機能を有する施設は、その供用中に当該安全機能を有す

る施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波（以下「基準津波

」という。）に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでな

ければならない。 

第８条（津波による損傷の防止） 

１ 安全上重要な施設を有する加工施設にあっては、第８条の「大き

な影響を及ぼすおそれがある津波」は、「実用発電用原子炉及び

その附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」

（原規技発第 1306193 号（平成２５年６月１９日原子力規制委員

会決定）。以下「実用炉設置許可基準解釈」という。）別記３第５

条１及び２により策定すること。 

２ 安全上重要な施設を有しない加工施設にあっては、第８条の「大

きな影響を及ぼすおそれがある津波」は、敷地及びその周辺地域

における過去の記録、現地調査の結果、行政機関等が実施したシ

ミュレーションの結果、最新の科学的技術的知見等を踏まえ、影

響が最も大きいものとすること。 

３ 安全上重要な施設を有する加工施設にあっては、第８条に規定す

る「安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならな

い」とは、実用炉設置許可基準解釈別記３第５条３によること。 

４ 安全上重要な施設を有しない加工施設にあっては、第８条に規定

する「安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならな

い」とは、以下の方針によることをいう。 

一 上記２で定めた津波による遡上波が到達しない十分高い場所

に設置すること。 

二 津波による遡上波が到達する高さにある場合には、遡上波によ

って臨界防止、閉じ込め等の安全機能を損なうおそれがないこ

と。「安全機能を損なうおそれがないこと」とは、遡上波によ

る安全機能への影響を評価し、施設の一部の機能が損なわれる

ことがあっても、加工施設全体としては、臨界防止、閉じ込め

等の機能が確保されることを確認することをいう。なお、「安

全機能を損なうおそれがないこと」には、防潮堤等の津波防護

施設及び浸水防止設備を設置して、遡上波の到達又は流入を防

止することを含む。 

５ 上記４において、遡上波の到達を検討するに当たっては、実用炉
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加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

設置許可基準解釈別記３第５条３の一の②の方針によること。 

６ 上記４の二の「津波防護施設及び浸水防止設備」を設置する場合

には、実用炉設置許可基準解釈別記３第５条３の二及び五から七

までの方針によること。 
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加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

（外部からの衝撃による損傷の防止） 

第九条 安全機能を有する施設は、想定される自然現象（地震及び津

波を除く。次項において同じ。）が発生した場合においても安全機

能を損なわないものでなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 安全上重要な施設は、当該安全上重要な施設に大きな影響を及ぼ

すおそれがあると想定される自然現象により当該安全上重要な施

設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力を適切に考慮

したものでなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 安全機能を有する施設は、工場等内又はその周辺において想定さ

れる加工施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象

であって人為によるもの（故意によるものを除く。）に対して安全

機能を損なわないものでなければならない。 

第９条（外部からの衝撃による損傷の防止） 

１ 第９条は、設計基準において想定される自然現象（地震及び津波

を除く。）に対して、安全機能を有する施設が安全機能を損なわ

ないために必要な措置を含む。 

２ 第１項に規定する「想定される自然現象」とは、敷地の自然環境

を基に、洪水、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地

滑り、火山の影響、生物学的事象、森林火災等から適用されるも

のをいう。 

３ 第１項に規定する「想定される自然現象（地震及び津波を除く。）

が発生した場合においても安全機能を損なわないもの」とは、設

計上の考慮を要する自然現象又はその組合せに遭遇した場合に

おいて、自然事象そのものがもたらす環境条件及びその結果とし

て当該施設で生じ得る環境条件において、その設備が有する安全

機能が達成されることをいう。 

４ 第２項に規定する「大きな影響を及ぼすおそれがあると想定され

る自然現象」とは、対象となる自然現象に対応して、最新の科学

的技術的知見を踏まえて適切に予想されるものをいう。なお、過

去の記録、現地調査の結果、最新知見等を参考にして、必要のあ

る場合には、異種の自然現象を重畳させるものとする。 

５ 第２項に規定する「適切に考慮したもの」とは、大きな影響を及

ぼすおそれがあると想定される自然現象により安全上重要な施

設に作用する衝撃及び設計基準事故が発生した場合に生じる応

力を単純に加算することを必ずしも要求するものではなく、それ

ぞれの因果関係及び時間的変化を考慮して適切に組み合わせた

場合をいう。 

６ 第３項は、設計基準において想定される加工施設の安全性を損な

わせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故

意によるものを除く。）に対して、安全機能を有する施設が安全

機能を損なわないために必要な重大事故等対処設備への措置を

含む。 
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加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

７ 第３項に規定する「加工施設の安全性を損なわせる原因となるお

それがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除

く。）」とは、敷地及び敷地周辺の状況を基に選択されるものであ

り、飛来物（航空機落下等）、ダムの崩壊、爆発、近隣工場等の

火災、有毒ガス、船舶の衝突、電磁的障害等をいう。 

なお、上記の「航空機落下」については、「実用発電用原子炉施

設への航空機落下確率の評価基準について」（平成 14・07・29 原

院第 4 号（平成１４年７月３０日原子力安全・保安院制定））等

に基づき、防護設計の要否について確認する。 
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加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

（加工施設への人の不法な侵入等の防止） 

第十条 工場等には、加工施設への人の不法な侵入、加工施設に不正

に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の

物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれること及び不正ア

クセス行為（不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成十一年

法律第百二十八号）第二条第四項に規定する不正アクセス行為をい

う。）を防止するための設備を設けなければならない。 

 

 

第１０条（加工施設への人の不法な侵入等の防止） 

１ 第１０条に規定する「加工施設への人の不法な侵入、加工施設に

不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又

は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれること及

び不正アクセス行為（不正アクセス行為の禁止等に関する法律

（平成十一年法律第百二十八号）第二条第四項に規定する不正ア

クセス行為をいう。）を防止するための設備」とは、例えば、以

下の事象への対策のための設備が挙げられる。 

一 敷地内の人による核燃料物質等の不法な移動又は妨害破壊行

為 

二 郵便物等による敷地外からの爆発物又は有害物質の持込み 

三 サイバーテロ 
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加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

（溢
いっ

水による損傷の防止） 

第十一条 安全機能を有する施設は、加工施設内における溢
いっ

水が発生

した場合においても安全機能を損なわないものでなければならな

い。 

 

第１１条（溢水による損傷の防止） 

１ 第１１条に規定する「加工施設内における溢水」とは、加工施設

内に設置された機器及び配管の破損（地震起因を含む。）、消火系

統等の作動等により発生する溢水をいう。 

２ 第１１条に規定する「安全機能を損なわないもの」とは、加工施

設内部で発生が想定される溢水に対し、臨界防止、閉じ込め等の

安全機能を損なわないことをいう。 
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加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

（誤操作の防止） 

第十二条 安全機能を有する施設は、誤操作を防止するための措置を

講じたものでなければならない。 

 

 

 

 

 

 

２ 安全上重要な施設は、容易に操作することができるものでなけれ

ばならない。 

第１２条（誤操作の防止） 

１ 第１項に規定する「誤操作を防止するための措置を講じたもの」

とは、人間工学上の諸因子を考慮して、盤の配置及び操作器具、

弁等の操作性に留意すること、計器表示及び警報表示において加

工施設の状態が正確かつ迅速に把握できるよう留意すること、保

守点検において誤りを生じにくいよう留意すること等の措置を

講じた設計であることをいう。また、設計基準事故の発生後、あ

る時間までは、運転員の操作を期待しなくても必要な安全上の機

能が確保される設計であることをいう。 

２ 第２項に規定する「容易に操作することができる」とは、設計基

準事故が発生した状況下（混乱した状態等）であっても、簡潔な

手順によって必要な操作が行える等の運転員に与える負荷を小

さくすることができるよう考慮する設計であることをいう。 
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加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

（安全避難通路等） 

第十三条 加工施設には、次に掲げる設備を設けなければならない。 

一 その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別

できる安全避難通路 

 

二 照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避

難用の照明 

 

三 設計基準事故が発生した場合に用いる照明（前号の避難用の照

明を除く。）及びその専用の電源 

 

第１３条（安全避難通路等） 

１ 第１３条は、設計基準において想定される事象に対して加工施設

の安全性が損なわれない（安全機能を有する施設が安全機能を損

なわない。）ために必要な重大事故等対処施設、設備等への措置

を含む。 

２ 第２号に規定する「照明用の電源が喪失した場合においても機能

を損なわない避難用の照明」とは、その電力が非常用電源から供

給される照明装置又は電源を内蔵した照明装置をいう。 

３ 第３号に規定する「設計基準事故が発生した場合に用いる照明」

とは、昼夜及び場所を問わず、加工施設内で事故対策のための作

業が生じた場合に、作業が可能となる照明のことをいい、現場作

業の緊急性との関連において、仮設照明の準備に時間的猶予があ

る場合には、仮設照明（可搬型）による対応を含むものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

25 
 

加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

（安全機能を有する施設） 

第十四条 安全機能を有する施設は、その安全機能の重要度に応じて

、その機能が確保されたものでなければならない。 

２ 安全機能を有する施設は、通常時及び設計基準事故時に想定され

る全ての環境条件において、その安全機能を発揮することができる

ものでなければならない。 

３ 安全機能を有する施設は、当該施設の安全機能を確認するための

検査又は試験及び当該安全機能を健全に維持するための保守又は

修理ができるものでなければならない。 

４ 安全機能を有する施設は、クレーンその他の機器又は配管の損壊

に伴う飛散物により、その安全機能を損なわないものでなければな

らない。 

 

 

 

 

 

５ 安全機能を有する施設を他の原子力施設と共用し、又は安全機能

を有する施設に属する設備を一の加工施設において共用する場合

には、加工施設の安全性を損なわないものでなければならない。 

 

第１４条（安全機能を有する施設） 

 

 

１ 第２項に規定する「全ての環境条件」とは、通常時及び設計基準

事故時において、当該安全機能が期待されている安全機能を有す

る施設が、その間にさらされると考えられる全ての環境条件をい

う。 

 

 

２ 第４項に規定する「クレーンその他の機器又は配管の損壊に伴う

飛散物」とは、ガス爆発、重量機器の落下等によって発生する飛

来物をいう。なお、二次的飛来物、火災、化学反応、電磁的損傷、

配管の破損、機器の故障等の二次的影響も考慮するものとする。 

３ 第４項に規定する「安全機能を損なわないものでなければならな

い」とは、加工施設内部で発生が想定される内部飛来物（爆発に

よる飛来物、重量機器の落下等）に対し、臨界防止及び閉じ込め

等の安全機能を損なわないことをいう。 

４ 第５項に規定する「加工施設の安全性を損なわないもの」とは、

安全機能を有する施設のうち、当該加工施設以外の原子力施設と

の間、又は当該加工施設内で共用するものについては、その機能、

構造等から判断して、共用によって、当該加工施設の安全性に支

障を来さないことをいう。 
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加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

（設計基準事故の拡大の防止） 

第十五条 安全機能を有する施設は、設計基準事故時において、工場

等周辺の公衆に放射線障害を及ぼさないものでなければならない。 

 

第１５条（設計基準事故の拡大の防止） 

１ 第１５条に規定する「設計基準事故時において、工場等周辺の公

衆に放射線障害を及ぼさないもの」とは、設計基準事故を選定し、

解析及び評価を行った結果、公衆に著しい放射線被ばくのリスク

を与えないことが確認できるものをいう。 

２ 上記１の「公衆に著しい放射線被ばくのリスクを与えない」とは、

敷地周辺の公衆の実効線量の評価値が発生事故当たり５ミリシ

ーベルトを超えないことをいう。 

  ＩＣＲＰの１９９０年勧告によれば、公衆の被ばくに対する年実

効線量限度として、１ミリシーベルトを勧告しているが、特殊な

状況においては、５年間にわたる平均が年当たり１ミリシーベル

トを超えなければ、単一年にこれよりも高い実効線量が許される

こともあり得るとなっている。これは通常時の放射線被ばくにつ

いての考え方であるが、これを発生頻度が小さい事故の場合にも

適用することとし、敷地周辺の公衆の実効線量の評価値が発生事

故当たり５ミリシーベルトを超えなければリスクは小さいと判

断する。なお、発生頻度が極めて小さい事故に対しては、実効線

量の評価値が上記の値をある程度超えてもそのリスクは小さい

と判断できる。 

３ 上記１の評価は、核燃料物質が存在する加工施設の各工程に、機

器等の破損、故障、誤動作あるいは運転員の誤操作によって放射

性物質を外部に放出する可能性のある事象を想定し、その発生の

可能性との関連において、各種の安全設計の妥当性を確認すると

いう観点から設計基準事故を選定し評価することをいう。設計基

準事故として評価すべき事例は以下に掲げるとおりとする。 

一 核燃料物質による臨界 

二 閉じ込め機能の不全（火災及び爆発並びに重量物落下を含む。） 

４ 上記１の放射性物質の放出量等の計算については、技術的に妥当

な解析モデル及びパラメータを採用するほか、以下の各号に掲げ

る事項に関し、十分に検討し、安全裕度のある妥当な条件を設定
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加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

すること。 

 一 放射性物質の形態、性状及び存在量 

 二 放射線の種類及び線源強度 

 三 閉じ込めの機能（高性能エアフィルタ等の除去系の機能を除 

く。）の健全性 

 四 排気系への移行率 

 五 高性能エアフィルタ等の除去系の捕集効率 

 六 遮蔽機能の健全性 

 七 臨界の検出及び未臨界にするための措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 
 

加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

（核燃料物質の貯蔵施設） 

第十六条 加工施設には、次に掲げるところにより、核燃料物質の貯

蔵施設を設けなければならない。 

一 核燃料物質を貯蔵するために必要な容量を有するものとする

こと。 

二 冷却のための必要な措置が講じられているものであること。 

 

第１６条（核燃料物質の貯蔵施設） 

 

 

 

 

１ 第２号に規定する「冷却のための必要な措置」とは、取り扱う核

燃料物質（プルトニウム等）の崩壊熱を考慮して、必要に応じて

冷却機能を設けること等をいう。 
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加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

（廃棄施設） 

第十七条 加工施設には、通常時において、周辺監視区域の外の空気

中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度を十

分に低減できるよう、加工施設において発生する放射性廃棄物を処

理する能力を有する廃棄施設（安全機能を有する施設に属するもの

に限り、放射性廃棄物を保管廃棄する設備を除く。）を設けなけれ

ばならない。 

２ 加工施設には、放射性廃棄物を保管廃棄するために必要な容量を

有する放射性廃棄物の保管廃棄施設（安全機能を有する施設に属す

るものに限る。）を設けなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１７条（廃棄施設） 

１ 第１項に規定する「周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域

の境界における水中の放射性物質の濃度を十分に低減できる」と

は、周辺環境へ放出される放射性物質の濃度及び量を合理的に達

成できる限り少なくするため、気体廃棄物処理施設にあっては、

高性能エアフィルタ（粉末状の核燃料物質を取り扱う工程等、排

気系への核燃料物質の移行率が高い工程からの排気系について

は、２段以上設ける。）、エアウォッシャ等の除去設備により、液

体廃棄物処理施設にあっては、凝集沈殿、ろ過、蒸発処理、希釈

処理、イオン交換等により、適切な処理が行えることをいう。 

２ 第１項に規定する「十分に低減できる」とは、ＡＬＡＲＡの考え

の下、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」

（昭和５０年５月１３日原子力委員会決定）において定める線量

目標値（50 マイクロシーベルト／年）を参考に、公衆の線量を合

理的に達成できる限り低減できるものであることをいう。 

３ 上記２の「線量目標値を参考に、公衆の線量を合理的に達成でき

る限り低減できるものであること」の確認は、以下の各号に掲げ

るとおりとする。 

一 排気中の放射性物質による公衆の被ばく 

① 加工施設で取り扱う放射性物質の形態、性状及び取扱量、工

程から排気系への移行率並びに高性能エアフィルタ等除去

系の捕集効率を考慮して排気に含まれて放出される放射性

物質の年間放出量を算定すること。 

② 適切な方法により、公衆の線量を評価し、合理的に達成でき

る限り低いものであることを確認すること。 

③ 放射性物質の年間放出量から計算される公衆の線量が十分

な安全裕度のある拡散条件を考慮しても極めて小さくなる

ことが明らかな場合には、上記②の線量の評価は要しないも

のとする。 

二 排水中の放射性物質による公衆の被ばく 
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加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 加工施設から排水に含まれて放出される放射性物質の年間

放出量又は年間平均濃度を算定すること。 

② 適切な方法により公衆の線量を評価し、合理的に達成できる

限り低いものであることを確認すること。 

③ 放射性物質の年間放出量又は年間平均濃度から計算される

公衆の線量が十分な安全裕度のある拡散条件を考慮しても

極めて小さくなることが明らかな場合には、上記②の線量の

評価は要しないものとする。 

三 線量の合算 

上記一及び二において計算された線量を合算した線量が、合理

的に達成できる限り低いものであることを確認すること。 
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加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

（放射線管理施設） 

第十八条 工場等には、放射線から放射線業務従事者を防護するため

、放射線管理施設を設けなければならない。 

 

２ 放射線管理施設には、放射線管理に必要な情報を適切な場所に表

示できる設備（安全機能を有する施設に属するものに限る。）を設

けなければならない。 

第１８条（放射線管理施設） 

１ 第１項に規定する「放射線管理施設」とは、放射線被ばくを監視

及び管理するため、放射線業務従事者の出入管理、汚染管理及び

除染等を行う施設をいう。 

２ 第２項に規定する「必要な情報を適切な場所に表示できる」とは、

伝達する必要がある場所において管理区域における空間線量、空

気中の放射性物質の濃度及び床面等の放射性物質の表面密度を

それぞれ表示できることをいう。 
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加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

（監視設備） 

第十九条 加工施設には、通常時及び設計基準事故時において、当該

加工施設及びその境界付近における放射性物質の濃度及び線量を

監視し、及び測定し、並びに設計基準事故時における迅速な対応の

ために必要な情報を適切な場所に表示できる設備（安全機能を有す

る施設に属するものに限る。）を設けなければならない。 

 

第１９条（監視設備） 

１ 第１９条は、設計基準において加工施設の放射線監視を求めてい

る。 

２ 第１９条に規定する「放射性物質の濃度及び線量を監視し、及び

測定し」とは、通常時に加工施設の周辺監視区域周辺において、

サンプリングや放射線モニタ等により放射性物質の濃度及び空

間線量率を監視及び測定し、かつ、設計基準事故時に迅速な対策

処理が行えるように放射線源、放出点、加工施設周辺、予想され

る放射性物質の放出経路等の適切な場所において、放射性物質の

濃度及び空間線量率を監視及び測定することをいう。 

３ 第１９条において、通常時における環境に放出する気体・液体廃

棄物の監視及び測定については、「発電用軽水型原子炉施設にお

ける放出放射性物質の測定に関する指針」（昭和５３年９月２９

日原子力委員会決定）を参考とすること。 

４ 第１９条において、設計基準事故時における監視及び測定につい

ては、「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に

関する審査指針」（昭和５６年７月２３日原子力委員会決定）を

参考とすること。 

５ 第１９条において、モニタリングポストについては、非常用電源

設備（無停電電源を含む。）により電源復旧までの期間を担保で

きる設計であること。また、モニタリングポストの伝送系は多様

性を有する設計であること。 
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加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

（非常用電源設備） 

第二十条 加工施設には、外部電源系統からの電気の供給が停止した

場合において、監視設備その他安全機能を有する施設の安全機能を

確保するために必要な設備が使用できる非常用電源設備を設けな

ければならない。 

 

第２０条（非常用電源設備） 

１ 第２０条に規定する「非常用電源設備」とは、非常用電源設備（非

常用ディ一ゼル発電機、バッテリ等）及び安全機能を確保するた

めに必要な施設への電力供給設備（非常用母線スイッチギア、ケ

ーブル等）をいう。 

２ 第２０条において、プルトニウムを取り扱う加工施設の非常用電

源設備については、停電等の外部電源系統の機能喪失時に、以下

の各号に掲げる設備の安全機能の確保を確実に行うために十分

な容量、機能及び信頼性を確保すること。 

 一 グローブボックスの換気設備等 

 二 放射線監視設備 

 三 火災又は臨界等の警報設備、通信連絡設備、非常用照明灯 

 四 核的、熱的及び化学的制限値の維持 

３ 第２０条において、ウラン加工施設の非常用電源設備について

は、停電等の外部電源系統の機能喪失時に、以下の各号に掲げる

設備の安全機能の確保を確実に行うために十分な容量、機能及び

信頼性を有すること。 

 一 第１種管理区域の排気設備 

 二 放射線監視設備 

 三 火災等の警報設備、通信連絡設備、非常用照明灯 
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加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

（通信連絡設備） 

第二十一条 工場等には、設計基準事故が発生した場合において工場

等内の人に対し必要な指示ができるよう、警報装置（安全機能を有

する施設に属するものに限る。）及び多様性を確保した通信連絡設

備（安全機能を有する施設に属するものに限る。）を設けなければ

ならない。 

２ 工場等には、設計基準事故が発生した場合において加工施設外の

通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう、多様性を

確保した専用通信回線を設けなければならない。 

 

第２１条（通信連絡設備） 

１ 第１項に規定する「通信連絡設備」とは、事故時に活動の拠点と

して機能する場所等から事業所内の各所の者への操作、作業又は

退避の指示等の連絡を、ブザー鳴動等により行うことができる装

置及び音声により行うことができる設備をいう。 

 

２ 第２項に規定する「通信連絡する必要がある場所と通信連絡がで

きる」とは、所外必要箇所への事故の発生等に係る連絡を音声に

より行うことができる通信連絡設備及び事業所（事故時に活動の

拠点として機能する場所等）から事業所外へ必要なデータを伝送

できる設備を常時使用できることをいう。 

３ 第２項に規定する「多様性を確保した専用通信回線」とは、衛星

専用 IP 電話等又は加工事業者が独自に構築する専用の通信回線

若しくは電気通信事業者が提供する特定顧客専用の通信回線等、

輻輳等による制限を受けることなく使用できるとともに、通信方

式の多様性（ケーブル及び無線等）を備えた構成の回線をいう。 

４ 第２１条において、外部電源により動作する通信連絡設備等につ

いては、非常用電源設備（無停電電源を含む。）に接続し、外部

電源を期待できない場合でも動作可能でなければならない。 

５ 第１項及び第２項に規定する設備は、設計基準事故が発生した場

合において活動の拠点として機能する場所に設けるものとする。 
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加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

第三章 重大事故等対処施設 

 

（重大事故等の拡大の防止等） 

第二十二条 加工施設は、重大事故に至るおそれがある事故が発生し

た場合において、重大事故の発生を防止するために必要な措置を講

じたものでなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ プルトニウムを取り扱う加工施設は、重大事故が発生した場合に

おいて、当該重大事故の拡大を防止するために必要な措置を講じた

ものでなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 重大事故等対処施設 

 

第２２条（重大事故等の拡大の防止等） 

１ 第１項に規定する「必要な措置」とは、以下に掲げる条件を満た

す措置をいう。 

 一 重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合の条件等が

適切に設定され、対策の内容が具体的かつ実行可能なものであ

ること。 

 二 重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合に、確実に機

能するものであること。 

 三 重大事故に至るおそれがある事故が発生した現場の作業環境

を適切に評価し、対策を実施する放射線業務従事者の作業安全

を確保できるものであること。「対策を実施する放射線業務従

事者の作業安全を確保できるもの」には、六ふっ化ウラン（Ｕ

Ｆ６）を取り扱うウラン加工施設については、ＵＦ６の漏えいに

伴う作業環境（建物内外）への化学的影響を含む。 

 四 臨界事故の発生を防止できるとともに、放射性物質の放出量を

実行可能な限り低くすることができるものであること。 

２ 第２項に規定する「必要な措置」とは、以下に掲げる措置をいう。 

 一 臨界事故が発生した場合において、未臨界に移行し、未臨界を

維持し、当該事故の影響を緩和するために必要な措置 

 二 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失が発生した場合におい

て、核燃料物質等の飛散又は漏えいを防止し、飛散し、又は漏

えいした核燃料物質等を回収し、及び核燃料物質等を閉じ込め

る機能を回復するために必要な措置 

３ 第２項に規定する「必要な措置を講じたもの」について、以下に

掲げる事項を達成するための対策に対し、有効性があることの確

認（以下「有効性評価」という。）を行うこと。 

 一 臨界事故が発生した場合において、未臨界に移行し、未臨界を

維持し、及び臨界事故の影響を緩和すること。 
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 二 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失が発生した場合におい

て、核燃料物質等の飛散又は漏えいを防止し、飛散し、又は漏

えいした核燃料物質等を回収し、及び核燃料物質等を閉じ込め

る機能を回復すること。 

４ 上記３の有効性評価に当たっては、重大事故が単独で発生するこ

と、同時に発生すること（共通要因により複数の重大事故が発生

することをいう。以下同じ。）、又は連鎖して発生すること（重大

事故の発生により他の重大事故が従属的に発生することをいう。

以下同じ。）を想定して重大事故等対策の要否を検討し、評価を

行うこと。ただし、評価条件の包絡性を示すことができれば、包

絡条件による有効性評価で代表してよいものとする。 

５ 上記３の有効性評価に当たっての条件は以下に掲げるものとす

る。 

 一 作業環境（線量、アクセス性等を含む。）、資機材、作業員、作

業体制、下記二で特定した設備又は機器等を適切に考慮するこ

と。 

 二 重大事故の想定に当たっては、当該重大事故を発生させる要因

により機能喪失する設備又は機器を特定するとともに、同一の

室内にある等、同じ区画内（発生する事故により、他の設備及

び機能に影響を及ぼしうる範囲）にある設備又は機器の機能喪

失の同時発生について考慮すること。ただし、共通要因のうち

関連性が認められない偶発的なものの重畳を想定する必要は

ない。 

 三 事象進展の条件 

  ① 放射性物質の放出量は、事故の発生以降、事態が収束する

までの総放出量とする。 

  ② 設備又は機器から飛散又は漏えいする放射性物質の量は、

最大取扱量を基に設定する。 

  ③ 臨界事故の発生が想定される場合には、取り扱う核燃料物

質の組成（富化度）及び量、減速材の量、臨界事故継続の
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３ プルトニウムを取り扱う加工施設は、重大事故が発生した場合に

おいて、プルトニウムを取り扱う加工施設を設置する工場又は事業

所（以下この章において「工場等」という。）外への放射性物質の

異常な水準の放出を防止するために必要な措置を講じたものでな

ければならない。 

 

可能性及び最新の知見等を考慮し、適切な臨界事故の規模

（核分裂数）が設定されていることを確認する。また、放

射性物質及び放射線の放出量についても、臨界事故の規模

に応じて適切に設定されていることを確認する。 

６ 上記３の有効性評価の判断基準は、作業環境（線量、アクセス性

等を含む。）、電力量、冷却材量、資機材、作業員、作業体制、上

記５の二で特定した設備又は機器等が適切に考慮されているこ

とを確認した上で、以下に掲げる事項を達成するための対策に対

し、有効性があることを確認すること。 

 一 臨界事故 

  ① 未臨界に移行し、及び未臨界を維持することができること。 

  ② 臨界事故の影響を緩和できること。 

二 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失 

  ① 核燃料物質等の飛散又は漏えいを防止し、飛散又は漏えいし

た核燃料物質等を回収することができること。 

  ② 核燃料物質等を閉じ込める機能を回復することができるこ

と。 

７ 第３項に規定する「放射性物質の異常な水準の放出を防止する」

とは、上記３の有効性評価において、放射性物質の放出量がセシ

ウム１３７換算で１００テラベクレルを十分下回るものであっ

て、かつ、実行可能な限り低いことをいう。 

８ 上記７の「セシウム１３７換算」については、例えば、放射性物

質が地表に沈着し、そこからのガンマ線による外部被ばく及び再

浮遊による吸入摂取による内部被ばくの５０年間の実効線量を

用いて換算することが考えられる。 
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（火災等による損傷の防止） 

第二十三条 重大事故等対処施設は、火災又は爆発により重大事故等

に対処するために必要な機能を損なうおそれがないよう、火災及び

爆発の発生を防止することができ、かつ、消火設備及び火災感知設

備を有するものでなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２３条（火災による損傷の防止） 

１ 第２３条の適用に当たっては、第５条第１項の解釈に準ずるもの

とする。 
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加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

（重大事故等対処施設の地盤） 

第二十四条 重大事故等対処施設は、次に掲げる施設の区分に応じ、

それぞれ次に定める地盤に設けなければならない。 

一 重大事故等対処設備のうち常設のもの（重大事故等対処設備

のうち可搬型のもの（以下「可搬型重大事故等対処設備」とい

う。）と接続するものにあっては、当該可搬型重大事故等対処設

備と接続するために必要なプルトニウムを取り扱う加工施設内

の常設のケーブルその他の機器を含む。以下「常設重大事故等

対処設備」という。）であって、耐震重要施設に属する設計基準

事故に対処するための設備が有する機能を代替するもの（以下

「常設耐震重要重大事故等対処設備」という。）が設置される重

大事故等対処施設 基準地震動による地震力が作用した場合に

おいても当該重大事故等対処施設を十分に支持することができ

る地盤 

二 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処

設備が設置される重大事故等対処施設 第七条第二項の規定に

より算定する地震力が作用した場合においても当該重大事故等

対処施設を十分に支持することができる地盤 

２ 前項第一号の重大事故等対処施設は、変形した場合においても重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない

地盤に設けなければならない。 

３ 第一項第一号の重大事故等対処施設は、変位が生ずるおそれがな

い地盤に設けなければならない。 

第２４条（重大事故等対処施設の地盤） 

１ 第２４条の適用に当たっては、本規程別記２に準ずるものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 第１項第２号に規定する「第７条第２項の規定により算定する地

震力」とは、本規程第７条２、３及び４において、当該常設重大

事故等対処設備が代替する機能を有する設計基準事故に対処す

るための設備が属する耐震重要度分類のクラスに適用される地

震力と同等のものをいう。 
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加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

（地震による損傷の防止） 

第二十五条 重大事故等対処施設は、次に掲げる施設の区分に応じ、

それぞれ次に定める要件を満たすものでなければならない。 

一 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対

処施設 基準地震動による地震力に対して重大事故等に対処す

るために必要な機能が損なわれるおそれがないものであるこ

と。 

二 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処

設備が設置される重大事故等対処施設 第七条第二項の規定に

より算定する地震力に十分に耐えることができるものであるこ

と。 

２ 前項第一号の重大事故等対処施設は、第七条第三項の地震の発生

によって生ずるおそれがある斜面の崩壊に対して重大事故等に対

処するために必要な機能が損なわれるおそれがないものでなけれ

ばならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２５条（地震による損傷の防止） 

１ 第２５条の適用に当たっては、本規程別記３に準ずるものとす

る。 

 

 

 

 

２ 第１項第２号に規定する「第７条第２項の規定により算定する地

震力」とは、本規程第７条２、３及び４において、当該常設重大

事故等対処設備が代替する機能を有する設計基準事故に対処す

るための設備が属する耐震重要度分類のクラスに適用される地

震力と同等のものをいう。 
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（津波による損傷の防止） 

第二十六条 重大事故等対処施設は、基準津波に対して重大事故等に

対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないものでなけ

ればならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２６条（津波による損傷の防止） 

１ 第２６条の適用に当たっては、第８条の解釈に準ずるものとす

る。 
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加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

（重大事故等対処設備） 

第二十七条 重大事故等対処設備は、次に掲げるものでなければなら

ない。 

一 想定される重大事故等への収束に必要な個数及び容量を有す

るものであること。 

 

 

 

 

 

 

二 想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、

荷重その他の使用条件において、重大事故等に対処するために

必要な機能を有効に発揮するものであること。 

三 想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作で

きるものであること。 

四 重大事故等に対処するために必要な機能を確認するための検

査又は試験及び当該機能を健全に維持するための保守又は修理

ができるものであること。 

五 本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使

用する設備にあっては、通常時に使用する系統から速やかに切

り替えられる機能を備えるものであること。 

六 工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものである

こと。 

七 想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対

処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう、線量が高

くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の

設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

２ 常設重大事故等対処設備は、前項に定めるもののほか、共通要因

によって設計基準事故に対処するための設備の安全機能と同時に

第２７条（重大事故等対処設備） 

 

 

１ 第１項第１号に規定する「必要な個数及び容量」は、次に掲げる

とおりとする。 

一 故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップを考

慮し、想定される重大事故等の収束に必要な個数及び容量を

有すること。 

二 同時に発生すること又は連鎖して発生することが想定され

る重大事故等の対処に用いる場合には、当該重大事故等に対

処できる容量を有すること。 

２ 第１項第２号に規定する「使用条件」として、想定される重大

事故等の要因を適切に考慮すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 第１項第６号に規定する「他の設備」には、設計基準事故に対処

する設備だけでなく、当該重大事故等対処設備以外の重大事故等

対処設備も含む。 

 

 

 

４ 第２項に規定する「適切な措置」とは、可能な限り設計基準の要

求により措置した設備に対する多様性を考慮することをいう。 
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その機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたもの

でなければならない。 

３ 可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項に定めるもののほ

か、次に掲げるものでなければならない。 

一 常設設備（プルトニウムを取り扱う加工施設と接続されてい

る設備又はプルトニウムを取り扱う加工施設と短時間に接続す

ることができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接続するもの

にあっては、当該常設設備と容易かつ確実に接続することがで

き、かつ、二以上の系統が相互に使用することができるよう、

接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであるこ

と。 

二 常設設備と接続するものにあっては、共通要因によって接続

することができなくなることを防止するため、可搬型重大事故

等対処設備（プルトニウムを取り扱う加工施設の外から水又は

電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる

複数の場所に設けるものであること。 

三 想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事

故等対処設備を設置場所に据え付け、及び常設設備と接続する

ことができるよう、線量が高くなるおそれが少ない設置場所の

選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じた

ものであること。 

四 地震、津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝

突その他のテロリズムによる影響、設計基準事故に対処するた

めの設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し

た上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管するこ

と。 

五 想定される重大事故等が発生した場合において、可搬型重大

事故等対処設備を運搬し、又は他の設備の被害状況を把握する

ため、工場等内の道路及び通路が確保できるよう、適切な措置

を講じたものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 第３項第２号について、複数の機能で一つの接続口を使用する場

合は、それぞれの機能に必要な容量（同時に使用する可能性があ

る場合は、合計の容量）を確保することができるように接続口を

設けることとする。 

 

 

 

 

 

 

６ 第３項第４号について、可搬型重大事故等対処設備の保管場所

は、故意による大型航空機の衝突も考慮することとし、例えば加

工施設の恒設の建物から１００ｍ以上離隔をとり、加工施設と同

時に影響を受けないこと又は故意による大型航空機の衝突に対

して頑健性を有することとする。 
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六 共通要因によって、設計基準事故に対処するための設備の安

全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するた

めに必要な機能と同時に可搬型重大事故等対処設備の重大事故

等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないよう

、適切な措置を講じたものであること。 

７ 第３項第６号に規定する「適切な措置」とは、可能な限り設計基

準の要求により措置した設備に対する多様性を考慮することを

いう。 
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加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

（臨界事故の拡大を防止するための設備） 

第二十八条 プルトニウムを取り扱う加工施設には、加工規則第二条

の二第一号に規定する重大事故が発生した場合にその拡大を防止

するため、次に掲げる設備を設けなければならない。 

一 未臨界に移行し、及び未臨界を維持するために必要な設備 

 

 

二 臨界事故の影響を緩和するために必要な設備 

 

 

 

 

 

 

第２８条（臨界事故の拡大を防止するための設備） 

 

 

 

１ 第１号に規定する「未臨界に移行し、及び未臨界を維持するため

に必要な設備」とは、例えば、核燃料物質を取り扱う設備に対し

て中性子吸収材の投入を行う設備等をいう。 

２ 第２号に規定する「臨界事故の影響を緩和するために必要な設

備」とは、例えば臨界に伴う放射線を遮蔽するための設備等をい

う。 
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加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

（閉じ込める機能の喪失に対処するための設備） 

第二十九条 プルトニウムを取り扱う加工施設には、加工規則第二条

の二第二号に規定する重大事故が発生した場合にその拡大を防止

するため、次に掲げる設備を設けなければならない。 

一 核燃料物質等の飛散又は漏えいを防止し、飛散又は漏えいした

核燃料物質等を回収するために必要な設備 

 

 

 

二 核燃料物質等を閉じ込める機能を回復するために必要な設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２９条（閉じ込める機能の喪失に対処するための設備） 

 

 

 

１ 第１号に規定する「核燃料物質等の飛散又は漏えいを防止し、飛

散又は漏えいした核燃料物質等を回収するために必要な設備」と

は、例えば、飛散又は漏えいの原因となる火災を消火するための

設備や、核燃料物質を回収するためのサイクロン集塵機等をい

う。 

２ 第２号に規定する「核燃料物質等を閉じ込める機能を回復するた

めに必要な設備」とは、例えば、換気設備の代替となる高性能エ

アフィルタ付き局所排気設備等をいう。 
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加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

（工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備） 

第三十条 プルトニウムを取り扱う加工施設には、重大事故が発生し

た場合において工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために

必要な設備を設けなければならない。 

第３０条（工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備） 

１ 第３０条に規定する「工場等外への放射性物質の拡散を抑制する

ために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以

上の効果を有する措置を講じた設備をいう。 

 一 重大事故等の発生が想定される各建物に放水できる設備を配

備すること。 

 二 放水設備は、重大事故等の発生が想定される各建物周辺におけ

る航空機衝突による航空機燃料火災に対応できること。 

 三 放水設備は、移動等により、複数の方向から重大事故等の発生

が想定される各建物に向けて放水することが可能なこと。 

 四 放水設備は、重大事故等の発生が想定される各建物の同時使用

を想定し、必要な台数を配備すること。 

 五 建物への放水については、臨界安全に及ぼす影響をあらかじめ

考慮すること。 

 六 海洋、河川、湖沼等への放射性物質の流出を抑制する設備を整

備すること。 
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加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

（重大事故等時に必要となる水源及び水の供給設備） 

第三十一条 プルトニウムを取り扱う加工施設には、想定される重大

事故等に対処するための水源として必要な量の水を貯留し、当該重

大事故等に対処するために必要な設備に供給するための設備を設

けなければならない。 

２ プルトニウムを取り扱う加工施設には、海その他の水源（前項の

水源を除く。）から、想定される重大事故等の収束に必要な量の水

を取水し、当該重大事故等に対処するために必要な設備に供給する

ための設備を設けなければならない。 

 

 

第３１条（重大事故等時に必要となる水源及び水の供給設備） 

１ 第１項に規定する「必要な量の水」とは、第２項に規定する「海

その他の水源」から取水された水が重大事故等に対処するために

必要な設備に供給されるまでの間、当該重大事故等に対処するた

めに必要な量の水をいう。 

２ 第２項に規定する「海その他の水源」とは、複数の代替水源（貯

水槽、ダム、貯水池又は海等であって、第１項の設備に貯留され

たもの以外のものをいう。）であって、想定される重大事故等の

収束までの間、当該重大事故等に対処するために必要な量の水を

取水できるものをいう。 

３ 第２項の規定により設けられる設備は、同項に規定する「海その

他の水源」から、想定される重大事故等の収束までの間、当該重

大事故等に対処するために必要な水を取水し、当該重大事故等に

対処するために必要な設備に供給するための移送ホース、ポンプ

その他の設備であって、当該各水源からの移送ルートが確保され

たものでなければならない。 
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加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

（電源設備） 

第三十二条 プルトニウムを取り扱う加工施設には、外部電源系から

の電気の供給が停止し、第二十条の規定により設置される非常用電

源設備からの電源が喪失した場合において、重大事故等に対処する

ために必要な電力を確保するために必要な設備を設けなければな

らない。 

第３２条（電源設備） 

１ 第３２条に規定する「必要な電力を確保するために必要な設備」

とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措

置を講じた設備をいう。 

一 代替電源設備（電源車、バッテリ等）を配備すること。 

二 代替電源設備については、設計基準事故に対処する設備に対し 

て、独立性を有し、位置的分散を図ること。 

三 代替電源設備については、重大事故等の対応に必要な設備に電 

気の供給を行うことが可能であること。 
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加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

（監視測定設備） 

第三十三条 プルトニウムを取り扱う加工施設には、重大事故等が発

生した場合に工場等及びその周辺（工場等の周辺海域を含む。）に

おいて、当該加工施設から放出される放射性物質の濃度及び線量を

監視し、及び測定し、並びにその結果を記録することができる設備

を設けなければならない。 

２ プルトニウムを取り扱う加工施設には、重大事故等が発生した場

合に工場等において、風向、風速その他の気象条件を測定し、及び

その結果を記録することができる設備を設けなければならない。 

 

第３３条（監視測定設備） 

１ 第１項に規定する「当該加工施設から放出される放射性物質の濃

度及び線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録するこ

とができる設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上

の効果を有する措置を講じた設備をいう。 

 一 モニタリング設備は、重大事故等が発生した場合に放出される

と想定される放射性物質の濃度及び線量を測定できるもので

あること。 

 二 常設モニタリング設備（モニタリングポスト等）が機能喪失し

ても代替し得る十分な台数のモニタリングカー又は可搬型代

替モニタリング設備を配備すること。 

 三 常設モニタリング設備は、代替電源設備からの給電を可能とす

ること。 
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加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

（緊急時対策所） 

第三十四条 プルトニウムを取り扱う加工施設には、重大事故等が発

生した場合において当該重大事故等に対処するための適切な措置

が講じられるよう、次に掲げる緊急時対策所を設けなければならな

い。 

一 重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどま

ることができるよう、適切な措置を講じたものであること。 

二 プルトニウムを取り扱う加工施設の内外の通信連絡をする必

要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備を設けたもの

であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 緊急時対策所は、重大事故等に対処するために必要な数の要員を

収容することができるものでなければならない。 

第３４条（緊急時対策所） 

１ 第１項及び第２項の要件を満たす「緊急時対策所」とは、以下に

掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を講じた

設備を備えたものをいう。 

 一 基準地震動による地震力に対し、免震機能等により、緊急時対

策所の機能を喪失しないようにするとともに、基準津波の影響

を受けないこと。 

 二 緊急時対策所は、代替電源設備からの給電を可能とすること。 

 三 緊急時対策所の居住性が確保されるように、適切な遮蔽設計及

び換気設計を行うこと。 

 四 緊急時対策所の居住性については、次の要件を満たすものであ

ること。 

① 想定する放射性物質の放出量等は、想定される重大事故に対

して十分な保守性を見込んで設定すること。 

② プルーム通過時等に特別な防護措置を講ずる場合を除き、対

策要員は緊急時対策所内でのマスクの着用なしとして評価

すること。 

③ 交代要員体制、安定ヨウ素剤の服用、仮設設備等を考慮して

もよい。ただし、その場合は、実施のための体制を整備する

こと。 

④ 判断基準は対策要員の実効線量が７日間で１００ミリシー

ベルトを超えないこと。 

 五 緊急時対策所の外側が放射性物質により汚染したような状況

下において、緊急時対策所への汚染の持込みを防止するため、

モニタリング及び作業服の着替え等を行うための区画を設け

ること。 

２ 第２項に規定する「重大事故等に対処するために必要な数の要

員」とは、第１項第１号に規定する「重大事故等に対処するため

に必要な指示を行う要員」に加え、少なくとも重大事故等による 

工場等外への放射性物質の放出を抑制するための対策に必要な
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加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

数の要員を含むものとする。 
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加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

（通信連絡を行うために必要な設備） 

第三十五条 プルトニウムを取り扱う加工施設には、重大事故等が発

生した場合において当該加工施設の内外の通信連絡をする必要の

ある場所と通信連絡を行うために必要な設備を設けなければなら

ない。 

第３５条（通信連絡を行うために必要な設備） 

１ 第３５条に規定する「当該加工施設の内外の通信連絡をする必要

のある場所と通信連絡を行うために必要な設備」とは、代替電源

設備（電池等の予備電源設備を含む。）から給電を可能とする通

信連絡設備又はこれと同等以上の効果を有する措置を講じた設

備をいう。 
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（別記１） 

 

安全上重要な施設の有無の確認に当たっての実効線量の評価方法 

 

第１条４に規定する評価方法は、以下のとおりとする。 

 

１．構築物、系統及び機器（以下この別記１において「SSC」という。）の機能の喪失による敷地周辺の公衆への実効線量を評価する。 

２．当該機能の喪失は、機器の故障等に加え、地震、津波その他の外部事象による加工施設の損傷も考慮することとする。 

３．外部事象による加工施設の損傷を考慮する場合の SSC の機能の喪失による敷地周辺の公衆への実効線量の評価（以下この別記１において

「外部事象評価」という。）に当たっては、以下を基本とする。なお、加工施設の立地状況を考慮して、必要に応じて、自然現象の重畳に

ついても考慮し、外部事象評価を行うこととする。 

（１）地震 

・地震は、Ｓクラスに属する施設に求められる程度の地震力を設定することとする。当該地震力を設定しない場合は、SSC の機能を喪

失するものとして外部事象評価を行う。 

・外部事象評価に当たっては、上記地震力を受けた場合における加工施設の損傷を当該加工施設の設計に応じて考慮し、適切な除染係

数（DF）等を設定するものとする。 

（２）津波 

・津波は、基準津波相当の津波高さ及び遡上範囲を設定することとする。ただし、その設定に当たっては、必ずしも地質学的調査等を

行う必要はなく、国や地方公共団体が公表している想定津波高さ及び周辺の原子力施設で設定された津波高さを参考に、加工施設の

立地状況を考慮して、津波高さ及び遡上範囲を設定することも可能とする。当該津波高さを設定しない場合は、SSC の機能を喪失す

るものとして外部事象評価を行う。また、当該津波高さを設定しても津波の遡上がないことを確認した場合は、外部事象評価を不要

としその評価値が発生事故当たり５ミリシーベルトを超えないものとみなす。 

・外部事象評価に当たっては、津波により加工施設が損傷した場合に核燃料物質又は核燃料物質に汚染された物が津波によって当該加

工施設外へ流出しないような措置（固縛、一部の部屋及び設備・機器の強固な設計対応等）を考慮し、又は流出した場合における適

切な除染係数（DF）等を設定することとする。 

（３）竜巻 

・竜巻は、既往最大の竜巻（日本で過去に発生した最大級の竜巻）の規模を考慮して設定することとする。 

・外部事象評価に当たっては、竜巻により加工施設が損傷した場合に核燃料物質又は核燃料物質に汚染された物が竜巻によって飛来物

として当該加工施設外へ飛散しないような措置（固縛、一部の部屋及び設備・機器の強固な設計対応等）を考慮し、又は飛散した場

合における適切な除染係数（DF）等を設定することとする。 
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（４）その他の外部からの衝撃について 

地震、津波及び竜巻以外の自然現象（洪水、風（台風）、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象、森林火災

等）及び工場等内又はその周辺において想定される事象であって人為によるもの（飛来物、ダムの崩壊、爆発、近隣工場等の火災、有

毒ガス、船舶の衝突、電磁的障害等。ただし、故意によるものを除く。）の外部事象評価は、次のとおりとする。 

・これらの事象は、加工施設の立地状況を考慮して、その荷重を設定することとする。当該荷重を設定しない場合は、SSC の機能を喪

失するものとして外部事象評価を行う。また、これらの事象の発生が除外できる場合又はその影響が極めて小さいことが明らかな場

合は、その評価値が発生事故当たり５ミリシーベルトを超えないものとみなす。 

・外部事象評価に当たっては、上記荷重を受けた場合における加工施設の損傷を考慮し、適切な除染係数（DF）等を設定することとす

る。 

  



 

56 
 

（別記２） 

 

第６条（安全機能を有する施設の地盤） 

１ 第６条第１項に規定する「安全機能を有する施設を十分に支持することができる」とは、安全機能を有する施設について、自重及び通常

時の荷重等に加え、本規程別記３第７条２の耐震重要度分類の各クラスに応じて算定する地震力（第６条第１項に規定する「耐震重要施設」

（本規程別記３第７条２のＳクラスに属する施設をいう。以下同じ。）にあっては、第７条第３項に規定する「基準地震動による地震力」

を含む。）が作用した場合においても、接地圧に対する十分な支持性能を有する設計であることをいう。 

なお、耐震重要施設については、上記に加え、基準地震動による地震力が作用することによって弱面上のずれ等が発生しないことを含め、

基準地震動による地震力に対する支持性能が確保されていることを確認することが含まれる。 

 

２ 第６条第２項に規定する「変形」とは、地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物・構

築物間の不等沈下、液状化及び揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状をいう。 

このうち上記の「地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓み」については、広域的な地盤の隆起又は沈降によって

生じるもののほか、局所的なものを含む。これらのうち、上記の「局所的なもの」については、支持地盤の傾斜及び撓みの安全性への影響

が大きいおそれがあるため、特に留意が必要である。 

 

３ 第６条第３項に規定する「変位」とは、将来活動する可能性のある断層等が活動することにより、地盤に与えるずれをいう。 

また、同項に規定する「変位が生ずるおそれがない地盤に設け」るとは、耐震重要施設が将来活動する可能性のある断層等の露頭がある

地盤に設置された場合、その断層等の活動によって安全機能に重大な影響を与えるおそれがあるため、当該施設を将来活動する可能性のあ

る断層等の露頭がないことを確認した地盤に設置することをいう。 

なお、上記の「将来活動する可能性のある断層等」とは、後期更新世以降（約１２～１３万年前以降）の活動が否定できない断層等をい

う。その認定に当たって、後期更新世（約１２～１３万年前）の地形面又は地層が欠如する等、後期更新世以降の活動性が明確に判断でき

ない場合には、中期更新世以降（約４０万年前以降）まで遡って地形、地質・地質構造及び応力場等を総合的に検討した上で活動性を評価

すること。なお、活動性の評価に当たって、設置面での確認が困難な場合には、当該断層の延長部で確認される断層等の性状等により、安

全側に判断すること。 

また、「将来活動する可能性のある断層等」には、震源として考慮する活断層のほか、地震活動に伴って永久変位が生じる断層に加え、

支持地盤まで変位及び変形が及ぶ地すべり面を含む。 
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（別記３） 

 

第７条（地震による損傷の防止） 

１ 第７条第１項に規定する「地震力に十分に耐える」とは、ある地震力に対して施設全体としておおむね弾性範囲の設計がなされることを

いう。この場合、上記の「弾性範囲の設計」とは、施設を弾性体とみなして応力解析を行い、施設各部の応力を許容限界以下にとどめるこ

とをいう。また、この場合、上記の「許容限界」とは、必ずしも厳密な弾性限界ではなく、局部的に弾性限界を超える場合を容認しつつも

施設全体としておおむね弾性範囲にとどまり得ることをいう。 

  

２ 第７条第２項に規定する「地震の発生によって生ずるおそれがある安全機能を有する施設の安全機能の喪失に起因する放射線による公衆

への影響の程度」とは、地震により発生するおそれがある安全機能を有する施設の安全機能の喪失（地震に伴って発生するおそれがある津

波、周辺斜面の崩壊等による安全機能の喪失を含む。）及びそれに続く放射線による公衆への影響を防止する観点から、各施設の安全機能

が喪失した場合の影響の相対的な程度（以下「耐震重要度」という。）をいう。安全機能を有する施設は、耐震重要度に応じて、以下のク

ラスへの分類（以下「耐震重要度分類」という。）をするものとする。 

一 プルトニウムを取り扱う加工施設 

以下のクラスに分類するものとする。 

① Ｓクラス 

自ら放射性物質を内蔵している施設、当該施設に直接関係しておりその機能喪失により放射性物質を外部に放散する可能性のある施設、

放射性物質を外部に放散する可能性のある事態を防止するために必要な施設、放射性物質が外部に放散される事故発生の際に外部に放

散される放射性物質による影響を低減させるために必要な施設及び地震に伴って発生するおそれがある津波による安全機能の喪失を

防止するために必要となる施設であって、環境への影響が大きいもの（敷地周辺の公衆の実効線量の評価値が発生事故当たり５ミリシ

ーベルトを超えるものをいう。以下同じ。）をいい、例えば次の施設が挙げられる。 

a)ＭＯＸを非密封で取り扱う設備・機器を収納するグローブボックス及びグロ一ブボックスと同等の閉じ込め機能を必要とする設備・

機器であって、その破損による公衆への放射線の影響が大きい施設 

b)上記 a)に関連する設備・機器で放射性物質の外部への放散を抑制するための設備・機器 

c)上記 a)及び b)の設備・機器の機能を確保するために必要な施設 

d)津波防護機能を有する施設（以下「津波防護施設」という。）及び浸水防止機能を有する設備（以下「浸水防止設備」という。） 

e)敷地における津波監視機能を有する設備（以下「津波監視設備」という。） 

② Ｂクラス 

安全機能を有する施設のうち、機能喪失した場合の影響がＳクラスの施設と比べ小さい施設をいい、例えば次の施設が挙げられる。 

a)核燃料物質を取り扱う設備・機器又はＭＯＸを非密封で取り扱う設備・機器を収納するグローブボックス及びグローブボックスと同

等の閉じ込め機能を必要とする設備・機器であって、その破損による公衆への放射線の影響が比較的小さいもの。（ただし、核燃料
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物質が少ないか又は収納方式によりその破損による公衆への放射線の影響が十分小さいものは除く。） 

b)放射性物質の外部への放散を抑制するための設備・機器であってＳクラス以外の設備・機器 

③ Ｃクラス 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施設をいう。 

二 ウラン加工施設 

以下のクラスに分類するものとする。 

① Ｓクラス 

自ら放射性物質を内蔵している施設、当該施設に直接関係しておりその機能喪失により放射性物質を外部に放散する可能性のある施設、

放射性物質を外部に放散する可能性のある事態を防止するために必要な施設、放射性物質が外部に放散される事故発生の際に外部に放

散される放射性物質による影響を低減させるために必要な施設及び地震に伴って発生するおそれがある津波による安全機能の喪失を

防止するために必要となる施設であって、環境への影響が大きいものをいい、例えば次の施設が挙げられる。 

a)ウランを非密封で大量に取り扱う設備・機器であって、その破損による公衆への放射線の影響が大きい施設 

b)上記 a)に関連する設備・機器で放射性物質の外部への放散を抑制するための設備・機器 

c)上記 a)及び b)の設備・機器の機能を確保するために必要な施設 

d)津波防護施設及び浸水防止設備 

e)津波監視設備 

② 第１類 

非密封ウランを取り扱う設備・機器及び非密封ウランを閉じ込めるための設備・機器並びに臨界安全上の核的制限値を有する設備・機

器及びその制限値を維持するための設備・機器であって、その機能を失うことによる影響の大きい設備・機器をいう。なお、これらの

設備・機器を収納する建物・構築物を含む。 

③ 第２類 

非密封ウランを取り扱う設備・機器及び非密封ウランを閉じ込めるための設備・機器並びに臨界安全上の核的制限値を有する設備・機

器及びその制限値を維持するための設備・機器であって、その機能を失うことによる、影響が小さいもの及び化学的制限値又は熱的制

限値を有する設備・機器をいう。なお、これらの設備・機器を収納する建物・構築物を含む。 

④ 第３類 

第１類に属する施設及び第２類に属する施設以外の一般産業施設と同等の安全性が要求される施設をいう。 

 

３ 第７条第１項に規定する「地震力に十分に耐えること」を満たすために、耐震重要度分類の各クラスに属する安全機能を有する施設の耐

震設計に当たっては、以下の方針によること。 

一 プルトニウムを取り扱う加工施設 

① Ｓクラス（津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備を除く。） 
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・弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態にとどまる範囲で耐えること。 

・建物・構築物については、通常時に作用している荷重と、弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力を組み合わせ、その結果発

生する応力に対して、建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準（以下「建築基準法等の規格等」という。）による許容

応力度を許容限界とし、当該許容限界を超えないこと。 

・機器・配管系については、通常時及び事故時に生じるそれぞれの荷重と、弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力を組み合わ

せた荷重条件に対して、応答が全体的におおむね弾性状態にとどまること。 

なお、「事故時に生じる」荷重については、地震によって引き起こされるおそれのある事象によって作用する荷重及び地震によっ

て引き起こされるおそれのない事象であっても、一旦事故が発生した場合、長時間継続する事象による荷重は、その事故事象の発生

確率、継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ、適切な地震力と組み合わせて考慮すること。 

② Ｂクラス 

・静的地震力に対しておおむね弾性状態にとどまる範囲で耐えること。また、共振のおそれのある施設については、その影響について

の検討を行うこと。その場合、検討に用いる地震動は、弾性設計用地震動に２分の１を乗じたものとすること。 

・建物・構築物については、通常時に作用している荷重と静的地震力を組み合わせ、その結果発生する応力に対して、建築基準法等の

規格等による許容応力度を許容限界とし、当該許容限界を超えないこと。 

・機器・配管系については、通常時の荷重と静的地震力を組み合わせ、その結果発生する応力に対して、応答が全体的におおむね弾性

状態にとどまること。 

③ Ｃクラス 

・静的地震力に対しておおむね弾性状態にとどまる範囲で耐えること。 

・建物・構築物については、通常時に作用している荷重と静的地震力を組み合わせ、その結果発生する応力に対して、建築基準法等の

規格等による許容応力度を許容限界とし、当該許容限界を超えないこと。 

・機器・配管系については、通常時の荷重と静的地震力を組み合わせ、その結果発生する応力に対して、応答が全体的におおむね弾性

状態にとどまること。 

二 ウラン加工施設 

① Ｓクラス（津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備を除く。） 

・弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態にとどまる範囲で耐えること。 

・建物・構築物については、通常時に作用している荷重と、弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力を組み合わせ、その結果発

生する応力に対して、建築基準法等の規格等による許容応力度を許容限界とし、当該許容限界を超えないこと。 

・機器・配管系については、通常時及び事故時に生じるそれぞれの荷重と、弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力を組み合わ

せた荷重条件に対して、応答が全体的におおむね弾性状態にとどまること。 

なお、「事故時に生じる」荷重については、地震によって引き起こされるおそれのある事象によって作用する荷重及び地震によっ

て引き起こされるおそれのない事象であっても、一旦事故が発生した場合、長時間継続する事象による荷重は、その事故事象の発生
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確率、継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ、適切な地震力と組み合わせて考慮すること。 

② 第１類 

・建物・構築物については、通常時に作用している荷重と静的地震力を組み合わせ、その結果発生する応力に対して、建築基準法等の

規格等による許容応力度を許容限界とし、当該許容限界を超えないこと。 

・設備・機器については、通常時に作用している荷重と一次設計に用いる静的地震力（以下「一次地震力」という。）を組み合わせ、

その結果発生する応力に対して、降伏応力又はこれと同等の応力を許容限界とし、当該許容限界を超えないこと。また、設備・機器

については、通常時に作用している荷重と二次地震力を組み合わせ、その結果発生する応力に対して、設備・機器の相当部分が降伏

し、塑性変形する場合でも過大な変形、亀裂、破損等が生じ、その施設の安全機能に重大な影響を及ぼすことがないこと。 

③ 第２類及び第３類 

・建物・構築物については、通常時に作用している荷重と静的地震力を組み合わせ、その結果発生する応力に対して、建築基準法等の

規格等による許容応力度を許容限界とし、当該許容限界を超えないこと。ただし、建築基準法等の規格等については、その改正があ

った場合において、Ｓクラスに属する施設を有しない加工施設における第３類の建物・構築物のうち、次に掲げる要件を全て満たす

ものであって、改正後の建築基準法等の規格等を適用しないこととされているものに対しては、改正後の建築基準法等の規格等を用

いないことができる。 

イ 当該建物・構築物の安全機能が喪失した場合において、放出される放射性物質の量及び放射線量が極めて微量であるものである

こと。 

ロ 当該建物・構築物内に点検等の一時的な立入り以外の立入りがないこと。 

・設備・機器については、通常時に作用している荷重と一次地震力を組み合わせ、その結果発生する応力に対して、降伏応力又はこれ

と同等の応力を許容限界とし、当該許容限界を超えないこと。 

 

４ 第７条第２項に規定する「地震力」の「算定」に当たっては、以下に示す方法によること。 

一 プルトニウムを取り扱う加工施設 

実用炉設置許可基準解釈別記２第４条４の方法によること。 

二 ウラン加工施設 

① Ｓクラスに属するウラン加工施設 

実用炉設置許可基準解釈別記２第４条４の方法によること。 

② 上記①以外の建物・構築物 

・建物・構築物の耐震設計法については、各クラスのいずれにおいても原則として静的設計法を基本とし、かつ建築基準法等関係法令

によること。 

・上位の分類に属するものは、下位の分類に属するものの破損によって波及的破損が生じないこと。 

・上位の分類の建物・構築物と構造的に一体に設計することが必要な場合には、上位分類の設計法によること。 
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・静的地震力は、建築基準法施行令第８８条に規定する地震層せん断力係数Ｃｉに、耐震重要度に応じて下記に示す割り増し係数を乗

じて算定すること。ここで、地震層せん断力係数Ｃｉは、標準せん断力係数Ｃｏを０．２以上とし、建物・構築物の振動特性、地盤

の種類等を考慮して求められる値とすること。 

・保有水平耐力の算定においては、建築基準法施行令第８２条の３に規定する構造計算により安全性を確認することを原則とすること。

また、必要保有水平耐力については、同条第２号に規定する式で計算した数値に下記に示す割増係数を乗じた値とすること。また、

必要保有水平耐力の算出に使用する標準せん断力係数Ｃｏは１．０以上とすること。 

【割増係数】 

第１類  １．５以上 

第２類  １．２５以上 

第３類  １．０以上 

③ 上記①以外の設備・機器 

・設備・機器の耐震設計法については、原則として静的設計法を基本とすること。 

・上位の分類に属するものは、下位の分類に属するものの破損によって波及的破損が生じないこと。 

・上位の分類の建物・構築物と構造的に一体に設計することが必要な場合には、上位分類の設計法によること。 

・設備・機器の設計に当たっては剛構造となることを基本とし、それが困難な場合には動的解析等適切な方法により設計すること。 

・各クラスのいずれにおいても一次設計を行うこと。この一次設計に係る一次地震力は、地震層せん断力係数Ｃｉに、耐震重要度に応

じて上記に示す割増係数を乗じたものに２０％増しして算定するものとすること。ここで「一次設計」とは、通常時に作用している

荷重と一次地震力を組み合わせ、その結果発生する応力に対して、降伏応力又はこれと同等な安全性を有する応力を許容限界とする

設計をいう。 

・第１類については、上記の一次設計に加え、二次設計を行うこと。この二次設計に係る二次地震力は、一次地震力に１．５以上を乗

じたものとすること。ここで「二次設計」とは、通常時に作用している荷重と一次地震力を上回る二次地震力とを組み合わせ、その

結果発生する応力に対して、設備・機器の相当部分が降伏し、塑性変形する場合でも過大な変形、亀裂、破損等が生じ、その施設の

安全機能に重大な影響を及ぼすことがない設計をいう。 

 

５ 第７条第３項に規定する「基準地震動」は、実用炉設置許可基準解釈別記２第４条５の方針により策定すること。 

 

６ 第７条第３項に規定する「安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない」ことを満たすために、基準地震動に対する安全

機能を有する施設の設計に当たっては、以下に掲げる方針によること。 

一 耐震重要施設のうち、二以外のもの 

・基準地震動による地震力に対して、その安全機能が保持できること。 

・建物・構築物については、通常時に作用している荷重と基準地震動による地震力との組合せに対して、当該建物・構築物が構造物全体
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としての変形能力（終局耐力時の変形）について十分な余裕を有し、建物・構築物の終局耐力に対し妥当な安全余裕を有していること。 

・機器・配管系については、通常時及び事故時に生じるそれぞれの荷重と基準地震動による地震力を組み合わせた荷重条件に対して、そ

の施設に要求される機能を保持すること。なお、上記により求められる荷重により塑性ひずみが生じる場合であっても、その量が小さ

なレベルにとどまって破断延性限界に十分な余裕を有し、その施設に要求される機能に影響を及ぼさないこと。また、動的機器等につ

いては、基準地震動による応答に対して、その設備に要求される機能を保持すること。例えば、実証試験等により確認されている機能

維持加速度等を許容限界とすること。 

なお、上記の「事故時に生じる」荷重については、地震によって引き起こされるおそれのある事象によって作用する荷重及び地震によ

って引き起こされるおそれのない事象であっても、一旦事故が発生した場合、長時間継続する事象による荷重は、その事故事象の発生確

率、継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ、適切な地震力と組み合わせて考慮すること。 

二 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備が設置された建物・構築物 

・基準地震動による地震力に対して、それぞれの施設及び設備に要求される機能（津波防護機能、浸水防止機能及び津波監視機能をいう。）

が保持できること。 

・津波防護施設及び浸水防止設備が設置された建物・構築物は、通常時に作用している荷重と基準地震動による地震力の組合せに対して、

当該施設及び建物・構築物が構造全体として変形能力（終局耐力時の変形）について十分な余裕を有するとともに、その施設に要求さ

れる機能（津波防護機能及び浸水防止機能）を保持すること。 

・浸水防止設備及び津波監視設備は、通常時に作用している荷重等と基準地震動による地震力の組合せに対して、その設備に要求される

機能（浸水防止機能及び津波監視機能）を保持すること。 

・これらの荷重組合せに関しては、地震と津波が同時に作用する可能性について検討し、必要に応じて基準地震動による地震力と津波に

よる荷重の組合せを考慮すること。 

なお、上記の「終局耐力」とは、構造物に対する荷重を漸次増大した際、構造物の変形又はひずみが著しく増加する状態を構造物の終

局状態と考え、この状態に至る限界の最大荷重負荷をいう。 

また、耐震重要施設が、耐震重要度分類の下位のクラスに属するものの波及的影響によって、その安全機能を損なわないように設計す

ること。この波及的影響の評価に当たっては、敷地全体を俯瞰した調査・検討の内容等を含めて、事象選定及び影響評価の結果の妥当性

を示すとともに、耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力を適用すること。 

なお、上記の「耐震重要施設が、耐震重要度分類の下位のクラスに属するものの波及的影響によって、その安全機能を損なわない」と

は、少なくとも次に示す事項について、耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認すること。 

・設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位又は不等沈下による影響 

・耐震重要施設と下位のクラスの施設との接続部における相互影響 

・建屋内における下位のクラスの施設の損傷、転倒及び落下等による耐震重要施設への影響 

・建屋外における下位のクラスの施設の損傷、転倒及び落下等による耐震重要施設への影響 
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７ 第７条第３項に規定する「基準地震動による地震力」の算定に当たっては、実用炉設置許可基準解釈別記２第４条７の方法によること。 

 

８ 第７条第４項の適用に当たっては、実用炉設置許可基準解釈別記２第４条８の規程を準用すること。 

 

９ 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈等の一部を改正する規程（原規技発第 2104216 号。

以下「一部改正規程」という。）の施行の際現に設置され又は設置に着手されている加工施設に対する上記５（本規程第２５条において準

用する場合を含む。）の実用炉設置許可基準解釈別記２第４条５についての一部改正規程による改正後の実用炉設置許可基準解釈別記２第

４条５の規定の適用については、一部改正規程附則第２項の規定を準用する。 

 

10 前項において準用する一部改正規程附則第２項ただし書の許可を受けた加工施設についての当該許可で確認した設計方針の取扱いにつ

いては、一部改正規程附則第３項の例による。 


